
別添１ 

契約書（案） 
 

借主 愛媛県（以下「甲」という。）と貸主＿＿＿＿＿＿＿（以下「乙」という。）は、次のとおり賃

貸借契約を締結する。 

 

（賃貸借物件・契約形態） 

第１条 乙は、別表中１および２記載の自動車（以下「車」という。）を甲に賃貸し、甲はこれを借

り受ける。 

２ 前項の賃貸借に係る契約形態はメンテナンスリースとする。 

 

（賃貸借期間） 

第２条 賃貸借期間は、別表中３のとおりとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、翌年度以降において甲の歳入歳出予算の金額について、減額または削

除があった場合は、この契約を解除する。 

３ 乙は、社会情勢の変化等、乙の責めに帰することができない理由により、別表中３の期日までに

車を引き渡すことができないときは、その理由を詳記して遅滞なく当該期日の延長を願い出なけれ

ばならない。この場合において、甲は、その理由を相当と認めるときは、願い出のあった期日の延長

を認め、第１項の賃貸借期間の変更について別途契約を締結するものとする。 

 

（賃貸借料） 

第３条 賃貸借料は、月額__________円（内消費税及び地方消費税相当額＿＿＿＿円）とする。 

２ 賃貸借料に１カ月に満たない端数日が生じた場合は、日割り計算をすることとし、計算上生じた

１円未満の端数は切り捨てるものとする。 

３ 前項の規定による月額賃借料の日割り計算は、暦日数により行うものとする。 

 

（賃貸借料の支払方法） 

第４条 乙は、甲が使用した賃貸借料を四半期毎に取りまとめ、当該四半期の翌月１０日までに書面

により請求を行うものとし、甲は請求書を受理した日から３０日以内に支払うものとする。 

 

（支払遅延利息） 

第５条 乙は、甲の責に帰する事由により前条の規定による賃貸借料の支払が遅れた場合には、甲に

対して政府契約の支払い遅延に対する遅延利息の率を定める告示（昭和２４年１２月１２日大蔵省

告示９９１号）の割合で遅延利息の支払いを請求することができる。 

 

（権利または義務の譲渡等） 

第６条 乙は、この契約により生じた権利または義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならな

い。ただし、あらかじめ、書面による甲の承認を得た場合はこの限りではない。 

 

（車の使用の本拠地及び引渡） 

第７条 車の使用の本拠地は別表中５のとおりとする。 

２ 乙は、別表中４の引渡し期日に、本拠地で車を甲に引渡すものとする。 

３ 甲は、乙から車を引渡す旨の通知を受けたときは、直ちにこれに応じ、引渡しを受け次第検収し、

検収完了後速やかに乙所定の物件受領書を乙に交付するものとする。 

４ 甲の検収完了により、車の引渡があったものとする。 

５ 甲が車を検収する際に、車の瑕疵を発見した場合は、甲は直ちにこれを乙に通知し、また、物件

受領書にその旨を記載するものとする。 

 

（契約不適合責任） 

第８条 甲は、引き渡された物品が品質、規格又は数量に関して契約の内容に適合しないもの（以 

下、「契約不適合」という。）であるときは、乙に対し、当該物品の修補、代替物の引渡し又は不足 

分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 

２ 甲は、前項に規定する場合において、相当の期間を定めて履行の追完の催告をしたにもかかわ 

らず、その期間内に履行の追完がないときは、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求するこ 



とができる。ただし、次号のいずれかに該当する場合は催告をすることなく、直ちに代金の減額を 

請求することができる。 

（１） 履行の追完が不能であるとき。 

（２） 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

（３） 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ

契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期

を経過したとき。 

（４） 前３号に掲げる場合のほか、甲が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないこと

が明らかであるとき。 

 

（車の保管、使用） 

第９条 甲は車を本来の用法及び諸法令に従い、通常の業務のため、善良なる管理者の注意を持って

使用及び保管するものとする。 

２ 甲は、車の保管、使用、運行等に関し、本来の用法及び道路運送車両法その他諸法令に違反し生

じた責任または罰金等について、一切の責任と負担を負うものとする。 

３ 甲は、車の保管若しくは使用に起因した事故により、第三者に対し損害を与えたときはその賠償

の責を負うものとする。 

 

（メンテナンスリース） 

第１０条 甲は、乙が指定する整備工場（以下「指定工場」という。）にて別表中６に定めるメンテ

ナンスサービスの実施を受けるものとする。ただし、甲はメンテナンスサービスを依頼する場合の車

の搬入場所及び日時等については、事前に指定工場と協議するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合はメンテナンスサービスの範囲外とする。 

（１） 甲の故意、重大な過失、契約違反、天変地異、その他不可抗力に起因する修理。 

（２） 法令の制定、改廃及びこれらに基づく官公庁等の指示、指導等に起因する修理、改造、部品

の取付。 

（３） 車体（ボディ）の腐食、破損、塗装メッキの退色に起因する修理。 

 

（代車の提供） 

第１１条 乙は、前条に定めるメンテナンスサービス実施に際して、実施期間中代車を無償で甲に貸

与する。 

２ 第９条の規定のほか、この契約の車の使用、保管、返還時に関する規定は前項の代車提供の場合

にこれを準用する。 

 

（事故処理） 

第１２条 乙は、第９条第３項の事故について、甲からの要請に基づき、事故処理に関し甲に協力す

る。 

 

（車の滅失） 

第１３条 車が天変地異、その他不可抗力の場合を含め、滅失し、又は毀損、損傷して修理、修復不

能となった場合は、甲は乙に対し書面でその旨を通知し、乙がその事情を認めて甲に通知したときこ

の契約は終了する。この場合、車が存在するときは、甲は第１７条各項の規定に従うものとする。 

 

（車に関する諸費用の負担） 

第１４条 車に関する登録諸費用、軽自動車税種別割、自動車重量税、自動車損害賠償責任保険料、

自動車リサイクル法関連費用及びＥＴＣセットアップ費用は乙が別表中７の記載に従い負担し、乙

の負担分については賃貸借料に含まれるものとする。 

２ 第１０条第１項に基づくメンテナンスサービスに係る費用は賃貸借料に含まれるものとする。 

３ 第１項の諸費用について変動があった場合、又は法令の制定、改廃等によって、車の保有、運行

等に関して新たな費用ないし公租公課が課せられた場合、あるいは消費税額が変更された場合に賃

貸借料の改定を要すると認められる場合は、これを変更するものとする。 

 

（車の所有権侵害等の禁止） 

第１５条 乙は、車に賃貸借物件である旨の表示を付することができるものとする。 



２ 甲は、車について次の行為、その他乙の所有権を侵害する行為ができない。 

（１） 担保権の設定 

（２） 第三者に対するこの契約に基づく賃貸借権の譲渡 

（３） 占有名義の移転 

３ 甲は、乙の書面による事前の承諾があった場合のほか、次の行為をすることができない。 

（１） 車について造作、加工等その他一切の現状を変更すること。 

（２） 車を第三者に転貸したり、この契約に基づく甲の権利、地位を第三者に譲渡すること。 

（３） 車の使用の本拠地もしくは車庫又は保管場所を変更すること。 

４ 車に取り付けた他の物件の所有権は、乙が書面により甲の所有権を認めた場合のほか無償で乙

に帰属する。 

 

（契約の解除） 

第１６条 甲及び乙は、相手方がこの契約に定める義務を履行しないときは、この契約を解除するこ

とができる。 

 

（契約終了時の措置） 

第１７条 契約終期の到来により契約が終了したときは、甲は甲の負担で車を第１５条第４項で乙

に帰属したものを除き現状に回復したうえで、乙の指定した場所に持参して乙に返還するものとす

る。 

２ 車の返還が遅れた場合には、甲は契約終期から車の返還完了までこの契約に定められた賃貸借

料相当額を乙に支払うと同時に、この契約に定められたすべての義務を履行するものとする。 

３ 契約終期到来後も甲が引き続き車を使用したい場合には、甲は賃貸借期間満了の３か月前まで

に乙に申し出るものとし、別途契約事項を甲乙協議して定めるものとする。 

 

（規定損害金） 

第１８条 この契約の解除または１３条の規定により、契約終期前に契約が終了した場合は、甲は未

経過期間対応分の規定損害金を乙に支払うものとする。 

２ 前項の規定損害金の額は、別途甲乙協議の上定めるものとする。 

 

（協議） 

第１９条 この契約に定めのない事項又は履行について疑義が生じた場合は、甲乙協議の上定める

ものとする。 

 

 この契約の成立を証するため、書面又は電磁的記録にて本書を作成する。書面にて作成する場合に

は、本書２通を作成し甲乙記名押印のうえ、各自１通を保有する。電磁的記録にて契約書を作成する

場合には、甲及び乙がそれぞれ電子署名を行い、各自が保存する。 

 

令和８年 月 日 

 

甲 愛媛県松山市一番町四丁目４番地２ 

  愛媛県 

    知事    中村 時広 

 

 

乙  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

別 表         
1 賃貸借自動車 車両 軽貨物自動車（バン）         

    乗車定員 ４名      
    燃料 ガソリン      
    排気量 ６６０ｃｃ以下     
    外装色 白またはシルバー     
    トランスミッション オートマチック（ＣＶＴ、ＡＧＳ，ＡＴを含む）／パワーステアリング式 

    駆動方式 ４ＷＤ      
    ブレーキングシステム ＡＢＳ      
   ＡＥＢＳ(衝突被害軽減ブレーキ)    

    エアバック 運転席・助手席に装備    
    パワーウィンドウ 運転席・助手席に装備    
    シート 分割可倒式リヤシート     
    荷室寸法 全長 １，７００ｍｍ以上（２名乗車時）８８５ｍｍ以上（４名乗車時） 

      全幅 １，２４０ｍｍ以上    
      全高 １，１９５ｍｍ以上    
    最大積載量 ３５０ｋｇ以上（２名乗車時）    
    ルーフ形状 ハイルーフ     
    その他 令和７年度愛媛県グリーン購入推進方針適合車であること。 

   後部座席の窓が開閉可能であること。 

   未使用車（新車）であること。 

    付属品 エアコン      
      フロアマット（ゴム製）     
      サイドバイザー     
      シートカバー     
      床・荷台ビニールシート張り    
      ＡＭ／ＦＭラジオ     
      マッドガード     
      バックブザー     
      ＥＴＣ（2.0）      
      駐車監視機能付きドライブレコーダー   
   バックモニター     

   
テレビ（NHK）を受信可能な場合、受信できないようにすること。 
※容易に復元できる状態（アンテナ・B-CAS カードを取り外す等）は不可 

  ナンバープレート 愛媛版図柄入りナンバープレート（みきゃんナンバー）カラー版 

    特殊仕様 文字入れ（リアウィンドウに事務所名を貼付）   
              別紙 文字等記入要領のとおり     

2 台数 11台             

3 賃貸借期間 ６年間(令和８年１１月２日から令和１４年１１月１日) 

4 車の引き渡し日 賃貸借期間の開始日まで 

5 納車場所 愛媛県本庁舎にて検査を受けた後、乙の負担において以下の納車場所に配送すること。 

    

 東予地方局建設部 ３台   今治土木事務所 ２台   久万高原土木事務所 １台 

 大洲土木事務所 ３台   西予土木事務所 １台   愛南土木事務所 １台 

6 メンテナンス ・継続車検・法定点検・６か月安全点検（すべての点検において引取納車すること）・一般消耗品

交換・故障修理・代車（事故時を除く）・油脂類交換補充・バッテリー交換（不良時）・タイヤ交換

（必要本数）・タイヤ季節履替・エンジンオイル交換（５，０００ｋｍ走行もしくは６か月経過のいずれ

か早く到来した時点）・事故処理協力 

  サービス 

    

    

7 諸費用 登録諸費用 乙が全額負担     
  軽自動車税種別割 乙が全額負担     

    自動車重量税 乙が全額負担     
    自賠責保険 乙が全額負担     
    リサイクル法関連費用 乙が全額負担     
    ＥＴＣセットアップ費用 乙が全額負担         


